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石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について 

 

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第134号。以下

「改正省令」という。）及び改正省令による改正後の石綿障害予防規則（平成17年

厚生労働省令第21号）（以下「改正石綿則」という。）に基づく告示（以下「関連

告示」という。）を次の表のとおり公布又は告示し、及び施行することとされたと

ころである。 

省令又は告示の名称 公布日又は告示日 施行日 

石綿障害予防規則等の一部を改正する

省令（令和２年厚生労働省令第134号） 

令和２年７月１日 令和３年４月１日

（一部は令和２年

10月１日、令和４

年４月１日又は令

和５年10月１日） 

石綿障害予防規則第３条第４項の規定

に基づき厚生労働大臣が定める者（令和

２年厚生労働省告示第276号） 

令和２年７月27日 令和５年10月１日 

石綿障害予防規則第３条第６項の規定

に基づき厚生労働大臣が定める者等（令

和２年厚生労働省告示第277号） 

令和２年７月27日 令和５年10月１日 

石綿障害予防規則第４条の２第１項第

３号の規定に基づき厚生労働大臣が定

める物（令和２年厚生労働省告示第278

号） 

令和２年７月27日 令和４年４月１日 

石綿障害予防規則第６条の２第２項の

規定に基づき厚生労働大臣が定める物

（令和２年厚生労働省告示第279号） 

令和２年７月27日 令和２年10月１日 

 

これらの改正の趣旨、内容等については下記のとおりであるので、建築物、工作

物及び船舶の解体工事又は改修工事に関わる全ての関係者を含め、広く周知徹底を

図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。 
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ことから石綿等が使用されているものとみなすことができる範囲に追加し

たものであること。なお、石綿等が使用されているとみなして措置を講じ

るに当たっては、例えば吹き付けられた材料であれば、クロシドライトが

吹き付けられているものとみなして措置を講じる等、必要となる可能性が

ある措置のうち最も厳しい措置を講じなければならないこと。 

   カ 分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者（第３条第６

項関係） 

     石綿等の分析に関する知識や技能が十分でない者によって分析が行われ

ている事例が認められたことから、必要な知識及び技能を有する者として

厚生労働大臣が定めるものによる分析調査の実施を義務付けたものである

こと。なお、本規定の要件を満たす者が十分な人数確保されるまでの期間

を勘案して、本規定の施行日は令和５年10月１日としているが、本規定の

施行前であっても、分析調査は必要な知識及び技能を有する者に行わせる

ことが望ましいこと。 

   キ 事前調査等の結果の記録の作成及び保存（第３条第７項関係） 

    ① １つの解体等の作業について事前調査又は分析調査（以下「事前調査

等」という。）が複数回行われる場合も考えられることから、事前調査

等の結果の記録の保存の起算日は、解体等の作業に係る全ての事前調査

を終了した日又は分析調査を終了した日のいずれか遅い日としたこと。 

    ② ３年間の保存期間は、行政による事業者に対する指導において関係書

類として活用すること、事業者が適切に石綿ばく露防止対策を講じる動

機付けとすること等を目的とし、設定したものであること。 

    ③ 第３条第３項第１号又は第２号の方法により事前調査を行ったときは、

それぞれ同項第１号の相当する調査の結果の記録又は同項第２号の有害

物質一覧表（以下「相当調査記録等」という。）を確認した日を調査終

了日とすることとし、同条第７項各号の事前調査の結果として記録すべ

き事項について、相当調査記録等に記載があるものについては、当該相

当調査記録等の写しを保存すれば足りること。 

    ④ 第３条第３項第３号から第８号までに掲げる方法により事前調査を

行ったときは、それぞれ当該各号の規定に基づき設計図書等の文書で確

認した日を調査終了日とすること。なお、確認した方法を明確にするた

め、確認した文書の写しを保存しておくことが望ましい。 

    ⑤ 第３条第７項各号の事前調査等の結果として記録すべき事項について、

次の内容が含まれること。 

    （ア）第２号関係 

       「工事の概要」は、当該工事の内容が分かる簡潔な記載で足り、工

事の名称から工事の内容が分かる場合は、工事の名称と同じ記載で差

し支えないこと。 

nms09636
四角
ここにメモを書いてください。



 

12 

 

    （イ）第５号関係 

       「建築物、工作物又は船舶の構造」には、鉄筋コンクリート造等の

主要構造に関する情報、階数や延べ床面積等の規模に関する情報、建

築物にあっては建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物の

該当の有無を含むこと。 

    （ウ）第６号関係 

       「事前調査を行った部分（分析調査を行った場合は、分析のための

資料を採取した場所を含む。）」については、当該部分が容易に特定

できる方法で記録する必要があり、図面等に表示して記録することが

望ましいこと。なお、解体作業において事前調査を行った場合には、

解体の対象となる建築物、工作物又は船舶の全ての部分であることを

記録すれば足りること。 

    （エ）第７号関係 

       「事前調査の方法」については、第３条第２項又は同条第３項各号

のうち、いずれの方法により事前調査を行ったかを記録すること。な

お、同条第５項ただし書により石綿等が使用されているものとみなし

た場合は、その旨記録すること。 

       「分析調査の方法」については、分析調査者告示第２条第３号のイ

からニまでに掲げる方法のうち、いずれの方法により分析調査を行っ

たかを記録すること。 

    （オ）第８号関係 

       「事前調査において石綿が使用されていないと判断した根拠」には、

イ④の（ア）又は（イ）のいずれの方法により判断したのか及びその

判断根拠として使用した書類等が含まれること。 

       分析調査の結果の記録には、分析調査によって明らかとなった石綿

等の含有率が含まれること。なお、分析調査によって明らかとなった

石綿等の種類も記録することが望ましいこと。 

    （カ）第９号関係 

       「第３条第４項又は第６項の厚生労働大臣が定める者であることを

証明する書類」は、登録規程第10条に規定する修了証明書の写しその

他事前調査者告示各号に定める者又は分析調査者告示第１条各号に定

める者であることを証明する書類をいうこと。なお、本規定の施行は

令和５年10月１日であることに留意すること。 

   ク 作業場における掲示及び事前調査等の記録の写しの備え付け（第３条第

８項関係） 

    ① 作業場に掲示すべき事項のうち、第３条第７項第６号に規定する事項

の概要は、事前調査等を行った部分がおおよそ特定できる情報を簡潔に

まとめたもので差し支えないこと。具体的には、例えば、建築物全体を
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調査した場合は「建築物全体」といった掲示で足りることとし、建築物

の一部の部屋を調査した場合は階数及び部屋名等の当該部屋を特定でき

る情報を掲示することで足りること。 

    ② 作業場に掲示すべき事項のうち、第３条第７項第８号に規定する事項

の概要は、様式第１号の裏面の記載内容のうち、「石綿使用の有無」の

欄及び「石綿なしと判断した根拠」の欄の記載内容と同程度の内容を掲

示することで足りること。 

    ③ 事前調査等の結果の記録を作業場に備え付けることについては、作業

を実施する労働者がいつでも記録を確認することができるようにする趣

旨で規定したものであることから、解体等の作業が行われている間は、

常に備え付けておく必要があるものであること。 

   ケ 作業計画を定めるべき作業（第４条関係） 

     第３条第１項の規定において、事前調査の対象となる作業を明確化した

ことに伴い、作業計画を定めるべき作業の規定方法を見直したものである

こと。 

   コ 事前調査の結果等の報告（第４条の２関係） 

    ① 規定の趣旨 

      事前調査を適切に行わずに解体等の作業を行った事例、吹き付けられ

た石綿等があるにもかかわらず法第88条第３項に基づく届出を行わない

まま作業を行った事例、必要な石綿ばく露防止のための措置を講じずに

作業を行った事例等が認められたことから、事業者に対して、事前調査

及び必要な石綿ばく露防止のための措置の適切な実施を促すとともに、

行政が建築物及び工作物の解体工事及び改修工事を把握し、必要な指導

を行うことができるようにすることを目的として、一戸建て住宅も含め

た建築物の解体工事の大部分及びこれと同規模の改修工事並びに水回り

の工事等の石綿等の発散のリスクが高い改修工事が対象となるよう、一

定規模以上の建築物及び特定の工作物の解体工事及び改修工事について、

石綿の使用の有無に関わらず、事前調査の結果等の報告を義務づけたも

のであること。 

      なお、船舶については、石綿等が使用されている可能性が高いものの

特定になお時間を要することから、第４条の２の報告対象には含めてい

ないこと。 

    ② 報告対象工事の基準の考え方（第１項関係） 

      建築物については、石綿等の製造等が禁止された平成18年９月１日以

降に着工したものを除き、全ての建築物に石綿等が使用されている可能

性が高いため、限定を設けずに一定規模以上の全ての建築物の解体工事

又は改修工事を報告の対象としたこと。 

      工作物については、これまでの各種調査の結果等から石綿等が使用さ
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